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　『京あるきin東京2016』のオープニングイベントにあわせて、2月13日
に開催された『京都ブランドフォーラムin東京』。今回は、京都が世界に
誇る有形、無形の文化遺産にかかわる３名のパネリストをお迎えし、日本
人の心のありように大きく影響を与えてきた文化遺産の歴史や継承につ
いて、お話しいただきました。

　武者小路千家官休庵は、千利休の孫、宗旦の男子3人が継いだいわゆ
る「三千家」のひとつで、利休の時代から400年、茶の湯の歴史を重ね
てきました。大きな特徴は、三千家とも京都から出なかったということ
です。江戸幕府が開かれた時に瀬田の唐橋まで行ったものの引き返した
という逸話もありますし、明治維新にも移転の話がありましたが、結局
東京に本拠地を移さなかった。やはり茶の湯は京都の風土、文化、そし
て水があってこそ育まれるべきものなのです。ただ、人の生活が変わっ
ていくなかで、かたくなに昔ながらのやり方を踏襲するだけでは、伝統
はいつか廃れてしまいます。守るべきものを大切にしながら、時代に応
じて柔軟に変化していくことも欠かせないと思います。

伝統は時代とともにある

千　宗守さん
茶道武者小路千家　官休庵
第十四代家元　不徹斎

　平等院は、藤原頼通が永承７年（１０５２）に創建した寺院。なかでも
鳳凰堂は、創建された場所にすべてのものが現存し、千年たった今も平
安の美と感性にふれられる奇跡的な遺構といえます。その歴史は、修理
の歴史でもありました。２０１４年に完了した「平成の大修理」では、さま
ざまな調査研究で明らかになった創建当時の彩色豊かな姿の再現を目指
しました。私は文化遺産を「護る」ということは、「未来へお返しする」
ということだと思っています。千年前からあるものを、その背景にある
先人の思いまでも含めて、未来に生きる方々にも同じように見ていただ
くことこそ、我々に求められる姿勢ではないでしょうか。現代を生きる
みなさんも、今の鳳凰堂を見て何かを感じとってほしいと思います。

文化財は、未来へお返しするもの

神居 文彰さん
平等院  住職

　冷泉家は藤原定家の流れをくむ和歌の文化を守り伝えて来た家系で、
完全な姿で現存する唯一の公家屋敷でもあります。今も蔵の中には800
年以上にわたり守られてきた定家による古今和歌集の写しや私歌集、日
記など国宝5件をはじめ重要文化財48件がおさめられています。長い
歴史の間には、戦災や火事などさまざまな危機がありましたが、一番怖
いのは文化の価値観が変わることです。明治維新や終戦などで、伝統文
化に対する価値がないがしろにされた時に、流出や損失が起こるのです。
しかし冷泉家には、どんな苦労をおしても受け継がれてきたものを守ら
なければという思いがありました。京都には日本の文化の根底をなすも
のがあります。その価値を二度と見失わないでほしいと思います。

尊い価値観を守ること

冷泉 貴実子さん
冷泉家時雨亭文庫
常務理事

《 コーディネーター》

久保 美智代さん
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アナウンサー・旅する世界遺産研究家

はじめてみませんかＫＥＳ
～希少植物の保全・再生活動にも貢献！～

特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構 
専務理事 
　　　　　　　　　　　　　　　　　津村 昭夫

本 所　産業振興部　TEL：075-212-6443　FAX：075-255-0428お問合せ

環境に関する様々な情報を
お知らせするセミナー「京商ECOサロン」。

ここでは、ちょっと気になる情報をお伝えします。

　「持続可能な発展」のための国際的取り組みの一環とし
て、1992年リオデジャネイロでの地球サミットにおいて、

「気候変動枠組条約」と「生物多様性条約」の２つの条約
が提起され、さまざまな取り組みが実施されてきました。
「気候変動枠組条約」… COP3：京都議定書
　　　　　　　　　　  1997年12月採択、2005年 2月発効

「生物多様性条約」… COP10：名古屋議定書
                          2010年10月採択、2014年10月発効

　この「持続可能な発展」への貢献のためのツールとし
て国際規格「ISO14001」が定められましたが、内容
が複雑で審査料が高く、経営資源（人・物・金）の厳しい
中小企業には負担が大きいという課題がありました。そこ
で、2001年に京都発の環境マネジメントシステムとして

「シンプルで廉価な審査料」の「ＫＥＳ」がスタートし、その
取り組みの成果として、事業所あたり年間約11tのCO2

削減効果を実現しました。（※１、２、３参照）

　一方、生物多様性条約・名古屋議定書が2014年に発
効されたことを受け、ＫＥＳではＣＳＲ活動の一環として

「京都の伝統的な祭りや文化を支えてきた生き物の保全・
再生活動＝希少植物（絶滅危惧種等）の生息域外保全活動」
に取り組むことになりました。
　これは京都で1,000を超える「ＫＥＳ審査登録事業所」
のネットワークを活かし、各事業所の取り組みは「点」で
あっても、ネットワークとして複数の事業所が取り組み、
限りなく「面」に近づける「ＫＥＳエコロジカルネットワーク

（野生生物が生息・生育するさまざまな空間がつながる
生態系のネットワーク）」として、2015年度は京都市内
約１００事業所に参加していただきました。
　2016年度は対象を京都府域に拡大し、栽培種を増や
し、また自社敷地内での緑化活動等を加え、さらに密度
を高め、面積を広め「ＫＥＳエコロジカルネットワーク」の
意義を拡大していきます。

※本稿は、「京都市／京商ECOサロン／ＫＥＳ環境機構共同事業」として2月8日に開催した「環境マネジメントセミナー」での説明の要約です。

■取得にかかるコストが安く、わかりやすい。
　　企業や自治体・学校・家庭など、あらゆる規模・業種の組織で取り組めます。

■段階的に取り組める 2つのステップがある。
　　環境問題に取り組み始めた段階を想定したステップ1、将来「ISO14001」の認証取得を目指して
　　取り組む段階で、「ISO14001」と同じような要求項目を設けたステップ２があります。
■「持続可能な発展への貢献を最大化」を推進する 2つの新規格がある。
　　ステップ２ＳＲ（社会的責任）とステップ２Ｅｎ（エネルギーマネジメント）規格。

ＫＥＳの特色

ＫＥＳを審査・登録するメリット

KES（KES・環境マネジメントシス
テム・スタンダード）は、環境への負
荷を管理・軽減するとともに環境経
営の推進にも有効な仕組みです。

※1

１．省エネ・省資源・リサイクルなどにより、コストダウンできる。
２．環境にやさしい企業として認定され、取引等も有利になる。
３．企業の社会的責任の証明になる。（特にステップ２ＳＲ）
４．企業信用力が向上する。
５．環境管理体系（ＰＤＣＡ）が経営管理にも応用できる。
６．法規制順守に対応でき、環境リスクを回避できる。
７．従業員の環境意識が高まる。

※2 1事業所あたり、年間約11tのCO2削減効果
2001年から2015年10月までの間にKESを審査・登録し、電気、ガスなど
エネルギーの効率的使用に取り組んだ1,343事業所（環境改善活動実績
が1年以上あるもの）で、取り組み初年度1年間に削減されたCO2の合計
は、年間14,197tになります。1事業所あたり約10.6tの削減となります。

（調査月2015年10月）

※3

※複数の取り組みをしている事業所を含む。

※

削減量

電力削減 都市ガス プロパン ガソリン 灯　油 重　油

2,852万kWh 331千m3 39トン 555kl 102kl 596kl

10,180トン 712トン 117トン 1,281トン 257トン 1,650トン

1,249 80 17 262 23 46

CO2

取組事業所数

Kyoto＝京都
Environmental Management System＝環境マネジメントシステム
Standard＝スタンダード
京都議定書発祥の地、京都から発信された「環境マネジメントシステム」の規格です。

詳細は、ＫＥＳ環境機構のホームページをご参照ください。　http://www.keskyoto.org
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